
「山口データアカデミー」実施に係る企画・運営等業務仕様書 

１ 概要 

  本仕様書は、一般財団法人山口県デジタル技術振興財団（以下「本財団」とい

う。）が委託する「山口データアカデミー事業」実施に係る企画・運営等業務（以

下「本業務」という。）の提案に関し、必要な仕様を定める。 
 

２ 本業務の趣旨・目的 

  山口県においては、データ利活用の重要性を理解し、データを活用した政策立

案能力等の向上を図るため、自治体職員を対象としたアクティブラーニング型の

研修会の開催等に取り組むこととしている。 

本業務は、県のこうした方針に基づき、県・市町担当者に対し、データに基づ

く課題解決手法を習得する研修を実施するものである。 
 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和 6 年 3 月 31 日（日）まで 
 

４ 委託上限額 

5,000,000 円（消費税および地方消費税を含む。） 

 

５ 本業務の内容 

本業務の履行にあたっては、総務省「地方公共団体におけるデータ利活用ガ

イドブック Ver2.0」に掲載されている「データアカデミー型研修（サービス立

案型データアカデミー）」の内容を参考としたものとする。

（参考 URL : http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/bigdata.html ） 

また、研修内容の企画にあたっては、データに基づく課題解決手法習得に向

けた研修を実施するため、山口県及び山口県内の市町が実際に直面している行

政課題をテーマとして選定し、本業務にて得られた課題解決策等の知見がその

まま意思決定の判断材料となるよう意識して業務を運営すること。 

 

（１） 研修プログラムの企画・実施 

委託者と協議調整のうえ、本業務において実施する研修プログラム、プロセ

ス、参加メンバー、活用するツール、業務日程等について企画検討し、取りま

とめのうえ、企画した研修プログラムを実施する。 

なお、研修内容については、以下を想定。 

ア オンライン形式の研修 

 ① 内容 

  ・施策・政策立案におけるデータ利活用の流れを学ぶ研修を行うこと。 

 ② 開催規模 

  ・オンラインにて１００名以上が参加できるものとすること。 

  ・２～３時間程度の研修を行うこと。 



イ ハンズオン形式の研修 

 ① 内容 

  ・データ分析、ユーザーリサーチ、ダッシュボードの利活用等の手法を 

学ぶ研修を行うこと。 

 ② 開催規模 

  ・Ｙ－ＢＡＳＥを活用して最大２５名程度が参加できるものとすること。 

  ・２～３時間程度×３回程度の研修を行うこと。 

（２） 環境整備 

（１）の研修プログラムの実施にあたり、委託者と協議調整のうえ、必要に

応じて会場手配及びインターネット環境等の整備を実施する。 

（３） 報告書及び実施マニュアルの作成 

実施内容及び成果に関する報告書のほか、次年度以降本財団職員のみで同様

の研修プログラムが継続して実施できるよう、委託者と協議調整のうえ、実施

マニュアルや研修材料を取りまとめる。 

（４） その他 

その他、データ活用人材の育成として必要かつ効果的と思われる機能がある

場合は、委託上限額の範囲内において、提案に含めること。 

 

６ スケジュール 

  委託期間内における研修実施スケジュールは、参加者の研修受講の効果を最大

化するよう、インターバル期間の設定間隔や開催方法について整理して提案する

こと。なお、具体的な研修各回の実施日程および実施場所・開催方法については、

委託者と協議調整のうえ実施する。 

 

７ 本業務の実施体制 

  受託事業者は、本業務を円滑に実施するため、講師の実務経験及び十分な人数

を確保したうえで業務量の変動に応じた適正な人員配置を行い、効果的かつ効率

的な運営が可能な体制をもって本委託事業を実施することとする。 

 

（１） 受託者は、本業務の実施に当たり、プロジェクト全体を総括する責任者

（以下、「責任者」という。）を配置し、効率的なプロジェクト管理をす

ること。 

（２） 受託者は、業務遂行における体制を明確にし、作業に従事する者（責任者

を含む。）の氏名及びその連絡先を明記した作業体制表を本契約締結時に

提出すること。 

（３） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県外からの移動が制限されたと

しても本業務の履行が継続できるよう、適切な体制を確立すること。 

（４） 原則として、履行期間を通じ、業務遂行における体制の変更は認めない。

ただし、やむを得ない事情が生じた場合には、本財団に申し出ること。 



 

８ 実施計画書の提出 

（１） 受託者は、本業務の履行に当たり、あらかじめ、実施体制、実施スケジュ

ール等を記載した実施計画書を提出し、本財団の承認を得ること。 

（２） 受託者は、実施計画書の提出に当たり、キックオフ会議を開催し、実施計

画書の内容について説明を行うこと。 

 

９ 成果物 

（１） 成果物の様式、記載内容及び納入期限の詳細について、事前に本財団と協

議し承認を受けた上で決定すること。 

（２） 本業務の履行のために作成された成果物等の著作権（著作権法第 27 条及

び第 28 条に規定する権利を含む。）その他一切の権利は、本財団に帰属

するものとする。 

（３） 成果物は、紙媒体及び電子媒体を提出すること。 

 

１０ 再委託 

（１） 受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせてはなら

ない。ただし、あらかじめ書面により本財団と協議し、承認を得た場合は

この限りではない。 

（２） （１）により本財団が承認した場合には、承認を得た第三者も受託者とし

ての義務を負うものとし、受託者は、当該第三者にこの義務を遵守させる

ために必要な措置を取らなければならない。その後に承認を得た第三者に

ついても同様とする。 

（３） （１）により本財団が承認した場合であっても、受託者は、本財団に対

し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。 

 

１１ 機密保持 

（１） 受託者は、本業務の実施に当たって、知り得た情報を他に漏らしてはなら

ない。この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。 

（２） 受託者は、本財団から提供された資料等（以下、「資料等」という。）を

厳重に取り扱うものとし、本業務の目的以外のために利用し、又は第三者

に提供してはならない。 

（３） 受託者は、資料等を本業務の目的以外のために複写及び加工してはならな

い。 

（４） 受託者は、本業務終了後、速やかに資料等を返還すること。 

 

１２ 情報セキュリティ管理 



  情報セキュリティ管理については、個人情報の保護に関する法律（平

成 15年法律第 57 号）、別記「個人情報取扱特記事項」、一般財団法人山口県

デジタル技術振興財団プライバシーポリシーのほか、関係法令等を遵守す

ること。 

 

 

１３ その他 

（１） 受託者は、本業務の実施に当たっては、山口県及び本財団と常に密接な連

携を図り、事業の各段階で協議を行うこと。また協議内容については、議

事録等を作成し、提出すること。 

（２） 本業務の実施に要する費用は、全て受託者の負担とすること。 

（３） 写真・説明等に係るデータなどは、受託者において用意すること。なお、

その際は、著作権等の問題が生じないように十分留意すること。 

（４） 本業務により提出される成果物については、山口県及び本財団の取組の一

環として公表する可能性があること。 

（５） 本仕様書に定めのない事項又は本業務の実施に関し疑義が生じた事項につ

いては、本財団と受託者が協議の上、解決するものとする。 

以上 


